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9 表現の自由⑵ : 検閲と事前抑制
   　学説の状況
　表現の自由に関する憲法問題を処理するうえで欠かせな
い区別として、アメリカ法では、事前抑制と事後制裁の区別
が知られている。一般に、事後制裁とは、表現行為が行わ
れた後に、すでに行われた表現行為を構成要件として刑事
罰や民事上の損害賠償責任を課すことを意味し、事前抑制
は、表現行為がなされる前段階において、公権力が表現内
容を事前に審査し、表現行為の禁止を命令したり、命令す
ることのできる制度的枠組みを意味するものとされている。古典
的に事前抑制の典型として認識されてきたのは、行政権によ
る出版検閲や出版の許可制であるが、今日では、裁判所に
よる出版の差止命令も、事前抑制となりうるとされている（司法
的事前抑制）。伝統的に、事前抑制は事後制裁よりも表現の
自由に対する強力な制約になるとの認識が定着しており、たと
えば、名誉毀損表現など、仮に事後制裁としては合憲的に
規制の対象となる表現行為であっても、それに対する事前抑
制は、例外的な場合を除いて違憲となるとのいわゆる事前抑
制の法理が判例上発展している。
　このようなアメリカで展開された事前抑制の法理は、日本国
憲法成立後の早い段階で紹介され、判例・学説の展開に影
響を与えることとなった。特に、学説上、大きな論争を生んだ
のが、憲法 21 条 2 項前段の規定と事前抑制の法理との関
係であり、狭義説と広義説との間で対立があった。まず、狭
義説は、21 条 2 項前段は、「検閲」の絶対的禁止を定め
たものであるとしたうえで、そこでいう「検閲」は、司法的事
前抑制も包含しうる「事前抑制」とは異なる、それよりも狭い
概念であると解釈した。すなわち、狭義説は、21 条 2 項前
段の「検閲」とは、行政権が主体となって行うものに限定さ
れ、裁判所が主体となるものはその定義には包含されないとし
たのである。もっとも、狭義説は、事前抑制の法理それ自体
を否定したものではなく、むしろ狭義説の代表的学説は、21
条はアメリカで発展した事前抑制の法理を前提にしていると
し、「検閲」に該当しないものであっても裁判所による差止命
令は「事前抑制」として厳格な要件のもとでのみ認められると
している（佐藤幸治「外面的精神活動の自由」芦部信喜編『憲
法Ⅱ 人権⑴』（有斐閣、1978 年）485-489 頁）。他方で広義説
は、21 条 2 項前段の「検閲」は「事前抑制」と区別され
るものではなく、その主体は行政権に限定されないとし、裁判
所による差止命令も同規定の「検閲」に含まれるとする。た
だ、広義説の代表的学説は、裁判所による事前の差止命
令についてはそれが 21 項 2 項前段の ｢検閲｣ に該当すると
しても、例外が認められるとする一方、行政権による検閲は絶
対的に禁止されると論じており（芦部信喜「機能的『検閲』概
念の意義と限界」佐藤功先生古稀記念『日本国憲法の理論』（有
斐閣、1986 年）286 頁）、狭義説と広義説は、論理構成は異
にしても、結論的にはほとんど異なるところがないものといえる。

   　判例の展開
　本章がまず取り上げる昭和 59 年 12 月 12 日の札幌税関
検査事件判決〔本書 26 事件〕は、最高裁大法廷が初めて
憲法 21 条 2 項前段の意義について論じたものとして重要な
リーディング・ケースとなっている。最高裁が採用した解釈論

の方向性は、基本的には上述の狭義説に沿ったものであり、
憲法 21 条 2 項前段は、検閲の絶対的禁止を規定したもの
であるとする一方、行政権のみを検閲の主体として位置づけ
た。税関検査については、行政権による検閲に該当するとして
狭義説からも違憲であるとの指摘がなされていたが、同判決
は、検査対象となる表現物は国外において発表済みであるこ
と、司法審査の機会が与えられているなどの理由を挙げ、税
関検査は検閲には該当しない旨結論づけている。ただ、同
判決は、税関長の処分により、「わが国内においては、当該
表現物に表された思想内容等に接する機会を奪われ、右の
知る自由が制限される」として、税関検査は事前規制そのも
のではなくとも、事前規制たる側面を有することは否定できない
とし、合憲性判断において特別の配慮が要請される旨論じて
いる点には注意が必要である。
　札幌税関検査事件判決では事前抑制の法理について明
示的な言及は行われなかったものの、昭和 61 年 6 月 11 日
の『北方ジャーナル』事件判決〔本書 27 事件〕において、
最高裁は、事前抑制の法理に関する本格的な立論を展開
することになる。最高裁は、仮処分による出版の事前差止めも
また「検閲」には該当しないとしたが、裁判所の行う出版物
の頒布等の事前差止めは、「事前抑制」に該当し、「憲法
21 条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいての
み許容されうる」とした。そのうえで、名誉毀損に基づく事前
差止めが認められるための要件として事後制裁の場面とは異
なる要件を提示したのである。
　検閲・事前抑制に関するその後の判例の展開としては、平
成 5 年 3 月 16 日の第一次家永訴訟判決（民集 47-5-3483）
が重要である。同事件では、文部大臣による教科書検定の
合憲性が争われたが、最高裁は教科書検定は「一般図書
としての発行を何ら妨げるものではなく、発表禁止目的や発表
前の審査などの特質がない」として教科書検定が憲法 21 条
2 項における検閲には該当しないと論じ、また、『北方ジャーナ
ル』事件を「発表前の雑誌の印刷、製本、販売、頒布等
を禁止する仮処分、すなわち思想の自由市場への登場を禁
止する事前抑制そのものに関する事案」として整理したうえで、
教科書検定は「思想の自由市場への登場自体を禁ずるもの
ではないから、右判例の妥当する事案ではない」として『北
方ジャーナル』事件判決が要求した「厳格かつ明確な要
件」の要請も排除している。同判決に基づくと、代替的な発
表の経路が残されている場合には、「事前抑制そのもの」に
は該当せず、事前抑制の法理は適用されないことになろう。
　以上を整理すれば、表現行為に対する事前の規制につ
いては、①絶対的に禁止される「検閲」、②「厳格かつ明
確な要件」が充足される限りで許容される「事前抑制そのも
の」、③合憲性判断において特別な配慮を必要とする「事
前規制たる側面を有するもの」の 3 段階に分類し、その合憲
性を審査する判例法理が形成されているといえよう（射程 110
頁〔横大道聡〕）。
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べき書籍、図画、彫刻物その他の物品」）に該当する旨の通知を
行った。これらの通知を不服とした X は、同年 5 月 20 日と
7 月 5 日に、同法 21 条 4 項に基づき函館税関長 Y2（被告、
控訴人、被上告人）に対し、異議申出を行ったところ、Y2 は、
同年 11 月 6 日付でこれを棄却する旨の決定を行い、同決定
は同月 19 日に X に告知された。そこで X は、Y1 による通知
とY2 による異議申出棄却決定の取消しを求める取消訴訟を
提起した。
　第一審（札幌地裁昭 55・3・25 民集 38-12-1343）は、本件
通知および決定処分は、憲法 21 条 2 項にいう「検閲」に該
当するものであり、違憲であるとして、X の請求を認容し、本
件通知等を取り消した。これに対し、原審である控訴審（札幌
高判昭 57・7・19 民集 38-12-1373）は、税関検査は、憲法の
禁止する検閲に該当するものではないとして、第一審判決を
取り消し、X の請求を棄却した。そこで X が上告した。

昭和57年（行ツ）第156号：輸入禁制品該当通知処分等取消請求事件
民集38巻12号1308頁

26 札幌税関検査事件
最高裁昭和59年12月12日大法廷判決

　X（原告、被控訴人、上告人）は、昭和 49 年
3 月ころ、米国やドイツの外国に所在する商社
に、8ミリ映画フィルムやカタログ・雑誌等の
書籍（以下「本件物件」という）を注文したとこ

ろ、当該商社がこれに応じ、X 宛に、本件物件を包有する郵
便物（以下「本件郵便物」という）を順次差し出した。本件郵
便物は、同年 3 月下旬から4 月下旬にかけて札幌中央郵便
局に到着したが、同郵便局は、その旨を函館税関札幌税関支
署長 Y1（被告、控訴人、被上告人）に通知し、Y1 は、税関職
員に本件郵便物中にある本件物件を検査させた。その結果、
Y1 は、関税定率法（昭和 55 年法律第 7 号による改正前のも
の。以下同じ）21 条 3 項に基づき、同年 5 月 9 日付・6 月
7 日付で、X に対し、本件物件においては、「男女の性交行為
が撮影されており、性器、陰毛等肉体の特定部分が明瞭かつ
判然としている」などの理由を付して、本件物件が同法 21 条
1 項 3 号により輸入が禁止された貨物（「公安又は風俗を害す

事案

関税定率法
第 21条　左の各号に掲げる貨物は、輸入してはならない。
　⑶　公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
3　税関長は、関税法第 6 章に定めるところに従い輸入されようとする貨物
のうちに第 1 項第 3 号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由
がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その
旨を通知しなければならない。

4　前項の通知を受けた者は、その通知について不服があるときは、その通
知を受けた日から 1 月以内に、不服の理由を記載した書面をもつて、そ
の通知をした税関長に対して異議を申し出ることができる。

5　税関長は、前項の異議の申出があつたときは、政令で定めるところによ
り、輸入映画等審議会に諮問して、当該申出に対する決定をし、書面に
よりこれをその申出をした者に通知しなければならない。

関税法
第 67 条　貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるとこ
ろにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格（輸入貨物については、
課税標準となるべき数量及び価格）その他必要な事項を税関長に申告し、
貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

第 76 条　第 67 条から第 73 条まで（輸出又は輸入の許可・輸出申告又は

輸入申告の時期・輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検
査場所・証明又は確認・原産地を偽つた表示等がされている貨物の輸入・
関税の納付と輸入の許可・輸入の許可前における貨物の引取）及び前条
の規定は、郵便物については適用しない。ただし、税関長は、輸出され、
又は輸入される郵便物中にある信書以外の物について、政令で定めると
ころにより、税関職員に必要な検査をさせるものとする。

2　税関職員は、前項但書の検査をするに際しては、信書の秘密を侵して
はならない。

3　郵政官署は、第 1 項但書に規定する物を内容とする郵便物を受け取つ
たときは、その旨を税関に通知しなければならない。

4　第 70 条（証明又は確認）の規定は、第 1 項但書の規定により検査を受
ける郵便物について準用する。この場合において、同条第 1 項中「輸出
申告又は輸入申告」とあり、又は同条第 2 項中「第 67 条（輸出又は輸
入の許可）の検査その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」とあ
るのは、「第 76 条第 1 項但書の検査その他郵便物に係る税関の審査」と、
同条第 3 項中「輸出又は輸入を許可しない。」とあるのは「郵政官署は、
その郵便物を発送し、又は名あて人に交付しない。」と読み替えるものと
する。

■参考条文（事件当時のもの）

Navigator 　税関検査については、長らく憲法 21 条 2 項前段の「検閲」に該当するとの指摘があり、また、その
規制法規の不明確性が指摘されていた。本判決は、その税関検査の合憲性について初めて判断した
ものである。本判決は、（1）事案の概要、（2）通関手続の法的構造、（3）税関検査と検閲（憲法

21 条 2 項前段の問題）、（4）輸入規制と表現の自由（憲法 21 条 1 項の問題）、（5）税関検査と通信の秘密（憲法 21
条 2 項後段の問題）、（6）本件貨物の輸入禁制品該当性（法適用の問題）、（7）結論、という七つの構成要素から
なる論証の流れをもっており、そこでは、①憲法 21 条 2 項前段の検閲禁止の趣旨はどのようなものか、そこでいう「検
閲」とは何か、②表現の自由を規制する法律の規定を「合憲限定解釈」することができるのはいかなる場合であるか
等の重要な論点について、最高裁大法廷としての立場が示されている。本判決については、税関検査という制度自
体が複雑なものであることを念頭に置きつつ、各論点について、本判決が税関検査のどのような側面を取り上げ、それ
をどのように評価したのかに着目して読み進めることが、理解の鍵となろう。
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　　　　　　　　　○　主　　　文
　本件上告を棄却する。
　上告費用は上告人の負担とする。
　　　　　　　　　○　理　　　由
　上告代理人高野国夫、同入江五郎、同大島治一郎、同下坂浩介の
上告理由及び上告人の上告理由について
　所論は、要するに、㈠　関税定率法（昭和 55 年法律第 7 号による改
正前のもの、以下同じ。）21 条 1 項 3 号に掲げる貨物に関する税関検査に
よる輸入規制は、憲法の絶対的に禁止する検閲に当たり、又は国民の知る
自由を事前に規制するものであるから、憲法 21 条 2 項前段又は 1 項の規
定に違反する、㈡　関税定率法 21 条 1 項 3 号の規定にいう「公安又は
風俗を害すべき」との文言は著しく不明確であり、このような基準による輸入
規制は憲法 21 条 1 項、29 条及び 31 条の規定に違反する、㈢　郵便物
についての税関検査は、信書の秘密を侵すおそれが強いので、憲法 21 条
2 項後段の規定に違反する、㈣　本件貨物をすべて関税定率法 21 条 1
項 3 号の「風俗を害すべき書籍、図画」等に該当するとした原審の判断に
は、右規定の解釈適用を誤つた違法がある、というのである（外国貨物及
び郵便物の両者を通じ、輸入手続において税関職員が行う検査を「税関
検査」と略称する。以下同様である。）❶。
　一　関税定率法 21 条 1 項 3 号は、輸入禁制品として、「公安又は風
俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品」を掲げ（以下、同項各
号に掲げる貨物をそれぞれ「一号物件」ないし「四号物件」という。）、そ
の輸入を禁止しているが、本件において上告人は、自己あての外国からの
郵便物中に三号物件に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物がある
として、被上告人函館税関長の委任を受けた被上告人同税関札幌税関
支署長から同条 3 項の規定による通知を受け、右郵便物の配達又は交付
を受けられなくなつたことを不服として、同税関支署長のした通知等の取消し
を求めているので、以下順次、各論点につき判断することとする❷。
　二　外国貨物又は郵便物の輸入手続について
　1　外国からわが国に到着した貨物は、原則として、すべていつたん保

【1】

【2】

【3】

❶ 【1】では、まず、X の上告理由の内容が整理されて
いる。本判決は、X の主張を、概ね、①税関検査は、
憲法 21 条 2 項前段が禁止する「検閲」に該当し違憲
である、②関税定率法 21 条 1 項 3 号の文言は著しく
不明確であり違憲である、③信書の秘密を侵すおそれが
強い郵便物に対する税関検査は憲法 21 条 2 項後段に
違反し違憲である、④原審の判断には、関税定率法 21
条 1 項 3 号の解釈を誤った違法があるとの四つの主張
からなるものとして整理している。
❷ 【2】では、本件事案の概要が簡潔に整理されている。
X は、自己宛の郵便物が関税定率法 21 条 1 項 3 号の
輸入禁制品（三号物件）に該当するとの通知をY1、Y2
より受けたことにより、その郵便物の配達、交付を受け
られなくなったことから、その通知の取消しを求める抗
告訴訟を提起した。
❸ 【3】から【10】では、輸入手続の概要についての説明
がなされている。まず、【3】では、原則的な通関手続の
流れとそこで行われる税関検査の内容と効果について
説明がなされている。ここで「保税」とは「外国貨物の
輸入の許可未済状態」をいい、「保税地域」とは保税の
対象となった貨物を入れさせて「関税等の徴収や輸出入
規制のチェックを適正かつ効率的に行うため」の特定の
場所を意味する（文献①342-343 頁）。輸入貨物は、原
則として、○ⅰ一度すべて「保税地域」に搬入されること
になっており、そのうえで、輸入者は、○ⅱ輸入貨物の数
量や価格を税関長に申告、○ⅲ税関検査を受けて、○ⅳ輸
入の許可を受けることになる。税関検査では、関税等の
納付の有無だけでなく、輸入禁制品に該当するかどうか
も併せて審査される。本判決は、輸入禁制品の検査は、
関税徴収手続の一環として、これに付随して行われる付
随的手続であるとしている。なお、ここで本判決が解説
するように、税関が輸入禁制品を発見した場合、通常
は、没収・廃棄または積戻しが命ぜられることになる。し
かし、三号物件の場合には、税関が、没収、廃棄、積
戻しを命じることは認められていない。これは、三号物

税関検査は検閲に
該当するか

憲法 21 条 2 項前段の趣旨 「検閲」の絶対的禁止を宣言したもの（公共の福祉による例外も
許容されない）

憲法 21 条 2 項前段にいう「検
閲」とは何か

○ⅰ行政権が主体となって、○ⅱ思想内容等の表現物を対象とし、
○ⅲ その全部または一部の発表の禁止を目的として、○ⅳ対象とさ

れる一定の表現物につき網羅的一般的に、○v 発表前にその内
容を審査したうえ、○ⅵ不適当と認めるものの発表を禁止する
こと

税関検査＝「事前規制的なも
の」だが「事前規制そのもの」
でなく「検閲」ではない

○ⅰ税関検査によって輸入が禁止される表現物は国外において発
表済みのものである

○ⅱ税関検査は関税徴収手続の一環として、これに付随して行わ
れるものである

○ⅲ 司法審査の機会が与えられ、行政権の判断は最終的なもので
はない

関税定率法 21 条 1
項 3 号の規定は、広
汎または不明確のゆ
えに無効となるか

「表現の自由を規制する法律」
の規定について限定解釈をす
ることが許される場合

○ⅰその解釈により、（1）規制の対象となるものとそうでないもの
とが明確に区別され、かつ、（2）合憲的に規制しうるものの
みが規制の対象となることが明らかにされる場合

○ⅱ一般国民の理解において、（1）具体的場合に当該表現物が規制
の対象となるかどうかの判断は可能ならしめるような基準を、

（2）その規定から読み取ることができる場合

関税定率法 21 条 1 項 3 号の
規定は、限定解釈により合憲
なものとして是認できる

○ⅰ「風俗を害すべき書籍、図画」とある文言が「猥褻な書籍、図画」
を意味することは、わが国内における社会通念に合致する

○ⅱ「猥褻」の概念は刑法 175 条の規定の解釈に関する判例の蓄
積により「明確化」されている

○ⅲ「猥褻」表現物の輸入を禁止することは憲法 21 条 1 項の規
定に違反しない

■判決の論理構造
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税地域に搬入され、これを輸入しようとする者は、当該貨物の品名並びに課
税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物
につき必要な検査（税関検査）を経て、輸入の許可を受けなければならな
いものとされている（関税法 30 条、67 条、67 条の 2）。そして、右の税関
検査は、㈠　他の法令の規定により必要とされる場合に所定の許可、承認
等を受けていることの証明があるかどうか、また、所定の検査の完了等につき
確認を受けたかどうか（同法 70 条）、㈡　原産地を偽つた表示等がされ
ていないかどうか（同法 71 条）、㈢　関税等を納付したかどうか（同法 72
条）のほか、㈣　当該貨物が輸入禁制品に当たるかどうか（関税定率法
21 条 1 項）の点についても行われるのであつて、この検査の過程で当該貨
物が輸入禁制品に当たることが判明した場合には、税関長は、一、二、四
号物件に該当する貨物については、これを没収して廃棄し又はこれを輸入し
ようとする者に対してその積みもどしを命ずることができ（同条 2 項）、三号物
件に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物については、その旨を輸入
しようとする者に通知することを要し（同条 3 項）、これに不服のある者には税
関長に異議の申出をさせ（同条 4 項）、それを受けた税関長は、輸入映画
等審議会に諮問した上、異議の申出に対する決定をして当該申出人に通知
するものとされている（同条 5 項）❸。
　次に、郵便物の輸入手続についてみるのに、輸入の申告及び許可の手
続は不要とされるが、輸入される郵便物中にある信書以外の物については、
郵政官署の職員の立会の下に税関職員が必要な検査（税関検査）を行
うこととされており（関税法 76 条ないし78 条、同法施行令 66 条、関税定
率法 21 条 1 項）、検査の結果、郵便物中に三号物件に該当すると認める
のに相当の理由がある貨物が発見された場合に、税関長のなすべき通知及
びこれに対する異議の申出と決定については、郵便によらない貨物の場合と
同様である（関税定率法 21 条 3 項ないし5 項）❹。
　2　そこで、関税定率法 21 条 3 項の規定による税関長の通知の性質に
ついて、以下にみることとする❺。
　被上告人らは、三号物件に該当する貨物につき輸入が禁止されること自
体は、同条 1 項の規定により一般的に生じている効力によるものであつて、こ
の税関長の通知は、右条項により生じた輸入禁止の一般的効力に対し何
ら加えるところはなく、関税法上も輸入申告に対し不許可処分をすべき旨の規
定がないから、輸入禁制品に限らず輸入手続一般において税関長は不許
可処分をすることはない、と主張する。被上告人らが原審において、右の税
関長の通知は何ら輸入の禁止又は不許可の効果を生ずるものではなく、輸
入禁制品については、輸入の禁止又は不許可等の行政庁の何らの処分を
要しないで、同条 1 項の実体規定による当然の効果として、当該貨物を適
法に輸入することができないという制約が生ずる旨主張したのも同一趣旨であ
ると解される❻。
　しかしながら、輸入申告にかかる貨物又は輸入される郵便物中の信書以
外の貨物が輸入禁制品に該当する場合法律上当然にその輸入が禁止され
ていることは所論のとおりであるとしても、通関手続の実際において、当該貨
物につき輸入禁止という法的効果が肯認される前提として、それが輸入禁制
品に該当するとの税関長の認定判断が先行することは自明の理であつて、そ
こに一般人の判断作用とは異なる行政権の発動が在するのであり、輸入禁
制品と認められる貨物につき、税関長がその輸入を許可し得ないことは当然
であるとしても、およそ不許可の処分をなし得ないとするのは、関係法規の規
定の体裁は別として、理由のないものというほかはない❼。
　進んで、当該貨物が輸入禁制品に該当するか否かの認定判断につき、こ
れを実際的見地からみるのに、例えばあへんその他の麻薬（一号物件）に
ついては、その物の形状、性質それ自体から輸入禁制品に該当することが
争う余地のないものとして確定され得るのが通常であるのに対し、同条 1 項
3 号所定の「公安又は風俗を害すべき」物品に該当するか否かの判断は
それ自体一種の価値判断たるを免れないものであつて、本件で問題とされる
「風俗」に限つていつても、「風俗を害すべき」物品がいかなるものである
かは、もとより解釈の余地がないほど明白であるとはいえず、三号物件に該当
すると認めるのに相当の理由があるとする税関長の判断も必ずしも常に是認さ
れ得るものということはできない❽。

【4】

【5】

【6】

【7】

【8】

件以外の物品であれば、廃棄等がなされた場合、仮にそ
の処分が違法であり裁判で取り消されたとしても国家賠
償によりその財産的損失を補填することができるが、思
想の表現物である三号物件については、廃棄等がなされ
た場合には、そこに表現されている思想が抹殺されるこ
とになり、国家賠償によっては補填できない損失が生じ
るおそれがあるからだと説明されている（文献②384 頁）。

❹ 【4】では、郵便物の輸入手続について解説がなされ
ている。外国郵便物については、「郵便路線上にある逓
送の貨物であり、簡易、迅速な取扱いをする必要がある」
という観点から特例的手続が設けられ、輸入の申告およ
び許可の手続は不要とされている（文献①641 頁）。本件
ではこの手続における税関検査が問題となった。なお、
他の特例的手続としては入国者が携帯して輸入する貨
物に適用される「旅具通関」がある。いわゆる第 2 次メ
イプルソープ事件（判例②）は、旅具通関における税関
検査が問題となった事案である。

❺ 【5】から【10】では、税関長の通知の法的性質が論じ
られている。税関長の通知がなぜ問題となるかを考える
にあたっては、まず、そもそも本件物件等の輸入禁止と
いう法的効果は、税関長の通知に依存するものではなく、
関税定率法 21 条 1 項 3 号の規定により直接的に発生
するものであるということを理解しておく必要がある。ま
た、輸入禁制品の輸入行為それ自体が、税関長の通知
に依存することなく、犯罪の構成要件になるとされてい
ることも重要である（関税法109 条。当該処罰規定は事後制
裁の問題であり、他方で、税関検査は事前抑制の問題であるとい
える）。そのため、税関長の通知は、当該貨物が輸入禁制
品に該当するとの法的見解を相手方に伝達するだけのい
わゆる「観念の通知」にすぎず、抗告訴訟の対象とはな
らないとする見解が有力であった（判解①480 頁）。

❻ 【6】では、税関長の通知には処分性がないとする
Y1 等の論理が説明されている。関税実務においては、
Y1 等がここで主張するように、「輸入禁止の効果は法律
の規定により直接生ずるものである」から「輸入禁制品
については、その輸入申告がなされても、それに対する
輸入不許可等の応答的行政処分を観念する余地はな
い」との理解により（土本・判時1057 号 7 頁、9 頁）、税
関長の通知がなされた場合であっても、それに引き続き、
改めて輸入不許可処分等の行政処分は行われず、その
必要もないと解されていた。

❼ 【7】から【9】では、税関長の通知は抗告訴訟の対象
となる旨の本判決の論拠が複数提示されている。まず、

【7】において本判決は、「通関手続の実際」に照らした場
合、税関長の認定判断には「一般人の判断作用とは異
なる行政権の発動が在する」とし、「関係法規の規定の
体裁は別として」、「およそ不許可の処分をなし得ないと
するのは」理由がないとしている。これは、輸入禁制品
については輸入不許可処分がそもそも観念できないとす
る税関実務の立場を否定したものと解することができる。

❽ 【8】でも、【7】に続き、税関長の通知に処分性を肯
定しうる論拠が示されている。ここでは、三号物件該当
性の判断が、「それ自体一種の価値判断たるを免れな
い」ものであり、「解釈の余地がないほど明白であると
はいえ」ないとしたうえで、三号物件に該当すると認め
る「税関長の判断も必ずしも常に是認され得るもの」で
はないとしている。これは税関長が輸入禁制品と判断し
たものは必然的に法律上輸入禁制品に該当するもので
あるとの当時の税関実務上の論理（大蔵省関税局関税研
究会・関税法規精解 1129 頁）を否定したものといえるが、
ここでの論理と関税定率法 21 条 1 項 3 号の規定は明
確であるとする後述の論理との整合性が問題となろう。
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【9】

【10】

【11】

【12】

【13】

【14】

❾ 【9】でも、引き続き、税関長の通知に処分性を認め
るべき論拠が展開されている。ここでは、税関長による
通知は、税関長の意見が初めて公にされるものであると
同時に、行政庁側の最終的な拒否の態度を表明するも
のであるとしている。また、ここでは、一般貨物について
は、保税地域から引き取ることができず、郵便物につい
ては配達等がなされないという通知がもたらす事実上
の不利益があることも指摘されている。
❿ 【10】では、税関長の通知は抗告訴訟の対象になると
の結論が述べられている。もっとも、すでに最高裁は、本
判決に先立つ判例①において、税関通知の処分性を肯
定する判断を示しており、同判例①を受けて、昭和 55
年の法改正により、税関長の通知に対する審査請求およ
び取消しの訴えを認める明文規定も設けられていた（関
税法 91条・93条）。ただ、判例①の理由づけに対しては、
税関長の通知を観念の通知としたうえで、なお抗告訴
訟の対象になるとした点について批判が強くあったとこ
ろ、本判決は、税関長の通知が「通関手続において実
質的に拒否処分（不許可処分）として機能している」こと
を正面から論じることで、大法廷として小法廷である判
例①の理由の修正、補充を行ったものと理解できる（判
解① 479 頁）。なお、本判決の調査官は、本判決は大法
廷によるものであり、以後は、この問題についての先例
としては本判決が参照されるべきであるとしている（判解
①482-483 頁）。
⓫ 【11】から【19】では、税関検査の検閲該当性（憲法
21 条 2 項前段違反の問題）が論じられている。まず、【11】
の前半では、憲法 21 条 2 項前段の趣旨が論じられて
いる。判例は、伝統的に、憲法 21 条 1 項によって保障
された表現の自由は絶対的なものではなく、同 12 条、
13 条を根拠として公共の福祉を理由とした制約が許容
されるとする立場を採用してきた。21 条 2 項前段につ
いても、21 条 1 項と同様に公共の福祉に基づく例外が
許容されるとする例外許容説が有力であったが、本判決
はこれを否定し、21 条 2 項前段は、公共の福祉を理由
とする例外すら認めないものである旨、明確に判示して
いる（絶対説）
⓬ 【11】の後半では、検閲の絶対的禁止の論拠が述
べられている。本判決は、検閲の絶対的禁止の論拠を、

「表現を事前に規制する検閲の制度により思想表現の
自由が著しく制限されたという」諸外国およびわが国の

「歴史的経験」に求めており、それは『北方ジャーナ
ル』事件〔本書 27 事件〕における事前抑制の法理が歴
史的経験というよりもむしろ理論的側面に力点を置いて
いるのとは対照的である。
⓭ 【12】では、憲法 21 条 2 項前段にいう「検閲」の
定義が示されている。本判決は、「検閲」を「〔1〕行政
権が主体となつて、〔2〕思想内容等の表現物を対象
とし、〔3〕その全部又は一部の発表の禁止を目的として、

〔4〕対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、
〔5〕発表前にその内容を審査した上、〔6〕不適当と認め
るものの発表を禁止すること」と六つの要素から定義づ
けている。判解①は、それぞれを○ⅰ主体、○ⅱ対象、○ⅲ目
的、○ⅳ範囲、○ⅴ内容（手段、方法）、○ⅵ効果という観点か
ら定義づけられたものとして位置づけている（判解①487-
489 頁）。ただ、判解①は、この定義について「厳密に
過不足なく定義し尽しているものではな」いとし、他方
で、その要件のうち一つでも欠ければ検閲にあたらない
という結論が導き出されるわけでもないとしている（判解
①489-490 頁）。本判決自体も、これらの要件を一個一
個要件事実論的な「あてはめ」を行い検閲該当性を検
討しているわけではない。
⓮ 【13】から【18】では、【12】で提示された検閲の定義を
前提に具体的に税関検査が検閲に該当するか否かが論
じられている。
⓯ 【14】では、税関検査の「事前抑制たる側面」が論
じられている。【14】の第 1 文では、まず、輸入禁制品で
あるとの税関長の通知は、当該表現物に表された思想

　通関手続の実際においては、前述のとおり、輸入禁制品のうち、一、二、
四号物件については、これに該当する貨物を没収して廃棄し、又はその積
みもどしを命じ（同条 2 項）、三号物件については、これに該当すると認める
のに相当の理由がある旨を通知する（同条 3 項）のであるが、およそ輸入
手続において、貨物の輸入申告に対し許可が与えられない場合にも、不許
可処分がされることはない（三号物件につき税関長の通知がされた場合にも、
その後改めて不許可処分がされることはない）というのが確立した実務の取
扱いであることは、被上告人らの自陳するところであつて、これによると、同法
21 条 3 項の通知は、当該物件につき輸入が許されないとする税関長の意
見が初めて公にされるもので、しかも以後不許可処分がされることはなく、その
意味において輸入申告に対する行政庁側の最終的な拒否の態度を表明す
るものとみて妨げないものというべきである。輸入申告及び許可の手続のない
郵便物の輸入についても、同項の通知が最終的な拒否の態度の表明に当
たることは、何ら異なるところはない。そして、現実に同項の通知がされたとき
は、郵便物以外の貨物については、輸入申告者において、当該貨物を適
法に保税地域から引き取ることができず（関税法 73 条 1、2 項、109 条 1
項参照）、また、郵便物については、名あて人において、郵政官署から配
達又は交付を受けることができないことになるのである（同法 76 条 4 項、70
条 3 項参照）❾。
　以上説示したところによれば、かかる通関手続の実際において、前記の税
関長の通知は、実質的な拒否処分（不許可処分）として機能しているもの
ということができ、右の通知及び異議の申出に対する決定（関税定率法 21
条 5 項）は、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分及び決定に当たると解す
るのが相当である（ちなみに、昭和 55 年法律第 7 号による関税法等の一
部改正により、関税定率法 21 条 4、5 項の規定が削除され、同条 3 項の
通知についての審査請求及び取消しの訴えに関し、明文の規定が関税法
91 条、93 条に設けられるに至つた。）❿。
　三　三号物件に関する輸入規制と検閲（憲法 21 条 2 項前段）
　1　憲法 21 条 2 項前段は、「検閲は、これをしてはならない。」と規定す
る。憲法が、表現の自由につき、広くこれを保障する旨の一般的規定を同条
一項に置きながら、別に検閲の禁止についてかような特別の規定を設けたの
は、検閲がその性質上表現の自由に対する最も厳しい制約となるものであること
にかんがみ、これについては、公共の福祉を理由とする例外の許容（憲法 12
条、13 条参照）をも認めない趣旨を明らかにしたものと解すべきである⓫。け
だし、諸外国においても、表現を事前に規制する検閲の制度により思想表
現の自由が著しく制限されたという歴史的経験があり、また、わが国において
も、旧憲法下における出版法（明治 26 年法律第 15 号）、新聞紙法（明
治 42 年法律第 41 号）により、文書、図画ないし新聞、雑誌等を出版直
前ないし発行時に提出させた上、その発売、頒布を禁止する権限が内務
大臣に与えられ、その運用を通じて実質的な検閲が行われたほか、映画法

（昭和 14 年法律第 66 号）により映画フイルムにつき内務大臣による典型
的な検閲が行われる等、思想の自由な発表、交流が妨げられるに至つた経
験を有するのであつて、憲法 21 条 2 項前段の規定は、これらの経験に基
づいて、検閲の絶対的禁止を宣言した趣旨と解されるのである⓬。
　そして、前記のような沿革に基づき、右の解釈を前提として考究すると、憲
法 21 条 2 項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の
表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とさ
れる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した
上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを
指すと解すべきである⓭。
　2　そこで、三号物件に関する税関検査が憲法 21 条 2 項にいう「検
閲」に当たるか否かについて判断する⓮。
　（一）　税関検査の結果、輸入申告にかかる書籍、図画その他の物品や輸
入される郵便物中にある信書以外の物につき、それが三号物件に該当する
と認めるのに相当の理由があるとして税関長よりその旨の通知がされたときは、
以後これを適法に輸入する途が閉ざされること前述のとおりであつて、その結
果、当該表現物に表された思想内容等は、わが国内においては発表の機
会を奪われることとなる⓯。また、表現の自由の保障は、他面において、これ
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を受ける者の側の知る自由の保障をも伴うものと解すべきところ（最高裁昭和
44 年（し）第 68 号同年 11 月26日大法廷決定・刑集 23 巻 11 号 1490
頁、同昭和 52 年（オ）第 927 号同 58 年 6 月22日大法廷判決・民集
37 巻 5 号 793 頁）、税関長の右処分により、わが国内においては、当該
表現物に表された思想内容等に接する機会を奪われ、右の知る自由が制
限されることとなる⓰。これらの点において、税関検査が表現の事前規制たる
側面を有することを否定することはできない⓱。
　しかし、これにより輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては
既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当
該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない⓲。ま
た、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃
棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけ
のものでもない⓳。その意味において、税関検査は、事前規制そのものという
ことはできない⓴。
　（二）　税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われる
もので、思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入され
る郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右の
ような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするもの
にすぎず、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするも
のではない�。
　（三）　税関検査は行政権によつて行われるとはいえ、その主体となる税関
は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思
想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、ま
た、前述のように、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは
司法審査の機会が与えられているのであつて、行政権の判断が最終的なも
のとされるわけではない�。
　以上の諸点を総合して考察すると、三号物件に関する税関検査は、憲法
21 条 2 項にいう「検閲」に当たらないものというべきである。なお、憲法上
検閲を禁止する旨の規定が置かれている国を含め、諸外国において、一定
の表現物に関する税関検査が行われていることも，右の結論と照応するものと
いうべきである�。
　3　右の次第であるから、所論憲法 21 条 2 項前段違反の主張は理由
がない。
　四　三号物件に関する輸入規制と表現の自由（憲法 21 条 1 項）
　1　本件においては、上告人あての郵便物中に猥褻な書籍、図画がある
として関税定率法 21 条 1 項 3 号の規定が適用されたものであるところ、同
号の「風俗を害すべき書籍、図画」等の中に猥褻な書籍、図画等が含ま
れることは明らかであるから、同号の規定が所論のように明確性に欠けるか否
かについてはのちに論及することとして、まず、これによる猥褻な書籍、図画
等の輸入規制が憲法 21 条 1 項の規定に違反するかどうかについて検討す
る�。
　思うに、表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視
されるべきものであるが、さりとて絶対無制限なものではなく、公共の福祉によ
る制限の下にあることは、いうまでもない。また、性的秩序を守り、最小限度
の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなすものであつて、猥褻文書
の頒布等は公共の福祉に反するものであり、これを処罰の対象とすることが表
現の自由に関する憲法 21 条 1 項の規定に違反するものでないことも、明らか
である（最高裁昭和 28 年（あ）第 1713 号同 32 年 3 月13日大法廷判
決・刑集 11 巻 3 号 997 頁、同昭和 39 年（あ）第 305 号同 44 年 10 月
15日大法廷判決・刑集 23 巻 10 号 1239 頁参照）�。そして、わが国内
における健全な性的風俗を維持確保する見地からするときは、猥褻表現物
がみだりに国外から流入することを阻止することは、公共の福祉に合致するも
のであり、猥褻刊行物ノ流布及取引ノ禁止ノ為ノ国際条約（昭和 11 年
条約第 3 号）1 条の規定が締約国に頒布等を目的とする猥褻な物品の輸
入行為等を処罰することを義務づけていることをも併せ考えると、表現の自由に
関する憲法の保障も、その限りにおいて制約を受けるものというほかなく、前述
のような税関検査による猥褻表現物の輸入規制は、憲法 21 条 1 項の規定
に反するものではないというべきである�。

【15】

【16】

【17】

【18】

【19】

【20】

【21】

内容等について、わが国内での「発表の機会」を奪うも
のであるとの指摘がなされている。
⓰ 【14】の第 2 文では、1 文同様、税関検査の「事前
抑制たる側面」が指摘されている。ここで本判決は、ま
ず、博多駅事件〔本書 45 事件〕とよど号ハイジャック記
事抹消事件〔本書 22 事件〕を「参照」して、「表現の自
由の保障」はこれを受ける者の側の「知る自由」の保障
をも伴うということを明言している。博多駅事件は、「知
る権利」としていたが、ここでは「知る自由」となってい
る。本判決は、税関長の通知によって、わが国内におい
て、当該表現物に表された思想内容等に接する機会を奪
われ、「知る自由」が制限されることになると指摘している。
⓱ 【14】の第 3 文では、前 2 文で指摘された、①発表
の機会を奪い、②知る自由を制限するとの税関検査の
性質を基礎にして、税関検査が表現の「事前規制たる
側面」を有するということが結論づけられている。
⓲ 【15】以下では、税関検査の「事前規制たる側面」
が指摘された【14】から反転し、税関検査が「検閲」に
は該当しないこと、および、その論拠が論じられている。

【15】の第 1 文では、まず、税関検査により輸入が禁止さ
れる表現物は、一般には「既に」「国外で発表済み」で
あるとして、税関検査には、事前審査的側面、発表禁
止的効果の両方がないことが強調されている。
⓳ 【15】の第 2 文では、未発表の表現物に焦点が当て
られており、本判決は、仮に未発表の表現物についてそ
の輸入が禁止されても、「税関により没収、廃棄される
わけではない」から、改めて国外に持ち出すことができ、
その国外で発表が可能であることから、「発表の機会が
全面的に奪われてしまう」わけではないと論じている。
⓴ 【15】の第 3 文では、前 2 文で示された、国外にお
いて発表できることを理由として、税関検査は、「事前
規制そのもの」ではないとの結論が述べられている。す
なわち、税関検査は、「事前規制たる側面」を有するが

「事前規制そのもの」ではないということになる。もっと
も、判解①は、「既に国外において発表済みであるとい
うことは、わが国内における国民の知る自由という点から
すれば、それだけでは事前規制性を否定する根拠として
十分とはいえないといわざるを得ない」としている（判解
①491 頁）。
� 【16】では、税関検査は、あくまで「関税徴収手続の
一環として付随的に行われる」ものであり、「思想内容
等それ自体を審査し規制すること」を目的としたものでは
ないことが指摘されている。
� 【17】でも、【15】と【16】に引き続き、税関検査の検
閲該当性が否定される論拠が提示されている。ここで
は、税関検査が行政権によって行われていることを認め
つつ、税関が思想統制を目的とした専門機関ではないこ
と、そして、税関長の通知に対しては司法審査の機会が
与えられ、行政権の判断が最終的なものでないことが指
摘されている。
� 【18】では、税関検査は検閲に該当しないとの結論が
示されている。本判決は、主として、○ⅰ国外での既発表
性、○ⅱ税関検査の付随性、○ⅲ司法審査の機会の付与等
の事情を総合的に考察することで、税関検査は検閲に
該当しないとしている。なお、判解①は、「本判決が税
関検査につき検閲該当性を否定した論拠を個別に取り
上げれば、それぞれに問題を含むものがあることは否め
ない」としつつ、それらの個別的論拠は、「典型的な検
閲の色合いを薄めていることは確かであって、本判決は、
税関検査につき種 の々要素を総合して判断した結果、右
のような個々の問題点は検閲該当性を肯定するまでの
強い要因とはならないと考えたものとみるべきであろう」
としている（判解①492 頁）。
� 【20】から【23】では、輸入規制それ自体が憲法 21
条 1 項に違反しないかという論点について検討が進め
られている（いわゆる法令審査）。まず、【20】では、そこで
の論証の順序について整理がなされている。本判決は、

「風俗を害すべき書籍、図画等」に本件で問題となっ
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【22】

【23】

【24】

【25】

【26】

【27】

た「猥褻な書籍、図画等」が含まれることは明らかで
あるとし、最初に、猥褻な書籍、図画等の輸入規制の
21 条 1 項適合性を論じた後に、輸入規制の明確性を
論じるとしている。なお本判決は、その論証を「最小限
度の制約」や「やむを得ない」との概念とともに進めて
いるところ、判解②236 頁は、本判決は、「二重の基準」

「LRA 原則」を十分意識して21 条 1 項適合性を審査
したとする。
� 【21】の第 1 文と第 2 文では、表現の自由は絶対無
制約ではなく、公共の福祉による制限のもとにあるとい
う伝統的見解が確認されたうえで、猥褻文書の頒布等
の処罰は合憲であるとの従前の判例の立場が確認され
ている。
� 【21】の第 3 文では、猥褻文書の「頒布」規制だけ
でなく、その「輸入」規制も合憲となることの論拠が示
されている。ここではその論拠として、（ⅰ）国内の性的風
俗維持を目的とした国外からの流入の阻止は公共の福
祉に合致すること、（ⅱ）国際条約でも猥褻物品の輸入の
処罰を義務づけていることの 2 点が挙げられている。判
解②236 頁は、ここで利益較量的表現は用いられてい
ないとしつつも、（ⅱ）の事情に触れた点を「制限される行
為」の価値を論じたものと捉え、このパラグラフを利益
衡量をした結果の説示として位置づけている。
� 【22】では、「頒布」目的の輸入だけでなく、「単純所
持」目的の輸入まで規制の対象とすることの合憲性が論
じられている。判解②236 頁は、ここでの「最小限度
の制約としては」との表現は「必要最小限度」の原則
の観点から検討する姿勢が示されたものであるとしてい
る。ただ、本判決は、所持目的の識別が困難であるこ
とを理由に、結論として、目的を問わない規制も「やむ
を得ない」、すなわち、それ「以外に有効な方法がない」
との判断を示している（判解②236 頁）。
� 【23】では、輸入規制により国民の「知る自由」が
制限されるとの主張に対する応答が論じられている。本
判決は、猥褻文書については、そもそも、その頒布等が
国内においてすでに禁止されているため、これについての
知る自由も、他の一般の表現物の場合に比し、著しく制
限されていることを論拠として、「知る自由」に対する制
限も「やむを得ない」としている。
� 【24】では、関税定率法 21 条 1 項 3 号の明確性の
問題について検討が行われている（いわゆる文面審査）。本
判決は、本件物件が、「猥褻な書籍、図画等」に該当す
ること、そして、関税定率法 21 条 1 項 3 号の規制対象
に「猥褻な書籍、図画等」が含まれることは明らかであ
るとしている。その意味で X からみれば、同号は不明確
なものではなかった。この点で、第三者の憲法上の権利
の主張適格を認めたものといえる。また本判決は、関税
定率法 21 条 1 項 3 号における「風俗」と「公安」とは
可分であるとしたうえで、本件に関わる「風俗」に関す
る部分のみ検討対象とする旨論じている。ただ、大橋ほ
か意見が、「公安」に関する部分については 21 条 1 項
違反の疑いを免れない旨論じていることは注目されよう。
� 【25】では、関税定率法 21 条 1 項 3 号の解釈が試
みられている。ここでは、まず、「風俗」という用語その
ものの意味内容は、「その文言自体から直ちに一義的に
明らかであるとは言えない」ということを認める。しかし、
本判決は、旧刑法と現行刑法の規定態様を根拠として、
法的規制対象としての「風俗を害すべき」ものとは、「性
的風俗を害すべき」もののことであり、さらに、「性的風
俗を害すべき」ものとは、「猥褻」な書籍等であるとの解
釈論を展開している。
� 【26】では、【25】で展開された解釈を「限定的な解
釈」としたうえで、そのような解釈が可能である以上、
当該規定は「合憲」であるとしている。判解①498 頁
は、本判決の解釈を「合憲限定解釈」とし、後の千葉
勝美裁判官も、堀越事件判決〔本書 23 事件〕とは異な
る「司法部による法令の一部修正としての意味を有する
合憲限定解釈」と位置づけている（文献④74 頁）。

　わが国内において猥褻文書等に関する行為が処罰の対象となるのは、そ
の頒布、販売及び販売の目的をもつてする所持等であつて（刑法 175 条）、
単なる所持自体は処罰の対象とされていないから、最小限度の制約として
は、単なる所持を目的とする輸入は、これを規制の対象から除外すべき筋合
いであるけれども、いかなる目的で輸入されるかはたやすく識別され難いばか
りでなく、流入した猥褻表現物を頒布、販売の過程に置くことが容易であるこ
とは見易い道理であるから、猥褻表現物の流入、伝播によりわが国内にお
ける健全な性的風俗が害されることを実効的に防止するには、単なる所持目
的かどうかを区別することなく、その流入を一般的に、いわば水際で阻止する
こともやむを得ないものといわなければならない�。
　また、このようにして猥褻表現物である書籍、図画等の輸入が一切禁止
されることとなる結果、わが国内における発表の機会が奪われるとともに、国民
のこれに接する機会も失われ、知る自由が制限されることとなるのは否定し難い
ところであるが、かかる書籍、図画等については、前述のとおり、もともとその
頒布、販売は国内において禁止されており、これについての発表の自由も知
る自由も、他の一般の表現物の場合に比し、著しく制限されているのであつ
て、このことを考慮すれば、右のような制限もやむを得ないものとして是認せざ
るを得ない�。
　2　上告人は、関税定率法 21 条 1 項 3 号の規定が明確性を欠き、そ
の文言不明確の故に当該規定自体が違憲無効である旨主張するので、以
下、この点について判断する。同号は、書籍、図画、彫刻物その他の物品
のうち「公安又は風俗を害すべき」ものを輸入禁制品として掲げているが、こ
れは、「公安」又は「風俗」という規制の対象として可分な二種のものを便
宜一の条文中に規定したものと解されるので、本件においては、上告人に適
用があるとされた「風俗」に関する部分についてのみ考究することとする�。
　（一）　同法 21 条 1 項 3 号は、輸入を禁止すべき物品として、「風俗を害
すべき書籍、図画」等と規定する。この規定のうち、「風俗」という用語そ
のものの意味内容は、性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわ
たり、その文言自体から直ちに一義的に明らかであるといえないことは所論のと
おりであるが、およそ法的規制の対象として「風俗を害すべき書籍、図画」
等というときは、性的風俗を害すべきもの、すなわち猥褻な書籍、図画等を
意味するものと解することができるのであつて、この間の消息は、旧刑法（明
治 13 年太政官布告第 36 号）が「風俗ヲ害スル罪」の章の中に書籍、
図画等の表現物に関する罪として猥褻物公然陳列と同販売の罪のみを規
定し、また、現行刑法上、表現物で風俗を害すべきものとして規制の対象と
されるのは 175 条の猥褻文書、図画等のみであることによつても窺うことができ
るのである�。
　したがつて、関税定率法 21 条 1 項 3 号にいう「風俗を害すべき書籍、
図画」等との規定を合理的に解釈すれば、右にいう「風俗」とは専ら性的
風俗を意味し、右規定により輸入禁止の対象とされるのは猥褻な書籍、図
画等に限られるものということができ、このような限定的な解釈が可能である以
上、右規定は、何ら明確性に欠けるものではなく、憲法 21 条 1 項の規定に
反しない合憲的なものというべきである�。
　以下、これを詳述する。
　（二）　表現物の規制についての関係法令をみるのに、刑法の規定は前述
のとおりであり、旧関税定率法（明治 39 年法律第 19 号）10 条 3 号及び
これを踏襲した関税定率法 21 条 1 項 3 号にいう「風俗を害すべき」との
用語は、旧憲法の下においては、当時施行されていた出版法が「風俗ヲ
壊乱スルモノ」を、また新聞紙法が「風俗ヲ害スルモノ」を規制の対象
としていた関係規定との対比において、「猥褻」を中核としつつ、なお「不
倫」その他若干の観念を含む余地があつたものと解され得るのである。しか
しながら、日本国憲法施行後においては、右出版法、新聞紙法等の廃止
により、猥褻物以外の表現物については、その頒布、販売等の規制が解
除されたため、その限りにおいてその輸入を禁止すべき理由は消滅し、これに
対し猥褻表現物については、なお刑法 175 条の規定の存置により輸入禁止
の必要が存続しているのであつて、以上にみるような一般法としての刑法の規
定を背景とした「風俗」という用語の趣旨及び表現物の規制に関する法規
の変遷に徴し、関税定率法 21 条 1 項 3 号にいう「風俗を害すべき書籍、
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図画」等を猥褻な書籍、図画等に限定して解釈することは、十分な合理性
を有するものということができるのである�。
　（三）　表現の自由は、前述のとおり、憲法の保障する基本的人権の中でも
特に重要視されるべきものであつて、法律をもつて表現の自由を規制するにつ
いては、基準の広汎、不明確の故に当該規制が本来憲法上許容されるべ
き表現にまで及ぼされて表現の自由が不当に制限されるという結果を招くこと
がないように配慮する必要があり、事前規制的なものについては特に然りという
べきである。法律の解釈、特にその規定の文言を限定して解釈する場合に
おいても、その要請は異なるところがない�。したがつて、表現の自由を規制
する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、
規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に
規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければ
ならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規
制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読み
とることができるものでなければならない（最高裁昭和 48 年（あ）第 910 号
同 50 年 9 月10日大法廷判決・刑集 29 巻 8 号 489 頁参照）�。けだし、
かかる制約を付さないとすれば、規制の基準が不明確であるかあるいは広汎
に失するため、表現の自由が不当に制限されることとなるばかりでなく、国民
がその規定の適用を恐れて本来自由に行い得る表現行為までも差し控えると
いう効果を生むこととなるからである�。
　（四）　これを本件についてみるのに、猥褻表現物の輸入を禁止することによ
る表現の自由の制限が憲法 21 条 1 項の規定に違反するものでないことは、
前述したとおりであつて、関税定率法 21 条 1 項 3 号の「風俗を害すべき
書籍、図画」等を猥褻な書籍、図画等のみを指すものと限定的に解釈する
ことによつて、合憲的に規制し得るもののみがその対象となることが明らかにさ
れたものということができる�。また、右規定において「風俗を害すべき書籍、
図画」とある文言が専ら猥褻な書籍、図画を意味することは、現在の社会
事情の下において、わが国内における社会通念に合致するものといつて妨げ
ない�。そして、猥褻性の概念は刑法 175 条の規定の解釈に関する判例
の蓄積により明確化されており、規制の対象となるものとそうでないものとの区別
の基準につき、明確性の要請に欠けるところはなく、前記 3 号の規定を右の
ように限定的に解釈すれば、憲法上保護に値する表現行為をしようとする者
を萎縮させ、表現の自由を不当に制限する結果を招来するおそれのないもの
ということができる�。
　（五）　以上要するに、関税定率法 21 条 1 項 3 号の「風俗を害すべき書
籍、図画」等の中に猥褻物以外のものを含めて解釈するときは、規制の対
象となる書籍、図画等の範囲が広汎、不明確となることを免れず、憲法 21
条 1 項の規定の法意に照らして、かかる法律の規定は違憲無効となるものと
いうべく、前記のような限定解釈によつて初めて合憲なものとして是認し得るの
である�。
　そして、本件のように、日本国憲法施行前に制定された法律の規定の如き
については、合理的な法解釈の範囲内において可能である限り、憲法と調
和するように解釈してその効力を維持すべく、法律の文言にとらわれてその効
力を否定するのは相当でない�。
　3　右の次第であるから、関税定率法 21 条 1 項 3 号にいう「風俗を害
すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであ
り、右規定は広汎又は不明確の故に違憲無効ということはできず、当該規定
による猥褻表現物の輸入規制が憲法 21 条 1 項の規定に違反するものでな
いことは、上来説示のとおりである。したがつて、所論憲法 21 条 1 項違反
の主張は理由がなく、関税定率法の右規定の不明確を前提とする憲法 29
条、31 条違反の主張は、すべて失当である。
　五　郵便物に関する税関検査と通信の秘密（憲法 21 条 2 項後段）
　憲法 21 条 2 項後段の規定は、郵便物については信書の秘密を保障す
るものであるが、関税法 76 条 1 項ただし書の規定によれば、郵便物に関す
る税関検査は、信書以外の物についてされるものであり、原審の適法に確
定したところによると、本件の上告人あての郵便物は、いずれも信書には当た
らないというのであるから、右郵便物についてした税関検査は、信書の秘密
を侵すものではない。したがつて、その余の所論に論及するまでもなく、憲法

【28】

【29】

【30】

【31】

【32】

【33】

� 【27】では、【25】で示された解釈の合理性についてさ
らに詳述されている。旧憲法下で制定された旧関税定
率法 10 条 3 号においても「風俗ヲ害スベキ」という用
語が用いられており、現行法の規定はこれを踏襲したも
のとされている。しかし、旧憲法下の出版法や新聞紙法
にも「風俗ヲ害スル」旨の用語があり、それは「猥褻」の
ほか「不倫」等の観念をも含むものとされていた。「法律
の用語は、たとい規定する法律は異なっていても、同一
の用語である限り同様の意味に解するのが原則である」

（判解①500 頁）との前提に依拠すれば、現行関税定率
法における「風俗を害する」も不倫等を含むものである
とする解釈も合理性を有する。他方で、本判決は、日本
国憲法施行後に出版法、新聞紙法が廃止されたという
事情に着目し、そのことにより猥褻物以外の表現物の輸
入を禁止する理由が消滅したため、関税定率法 21 条 1
項 3 号の規定を限定して解釈することも十分な合理性
を有すると論じている。ただ、ここで本判決が展開した
解釈論は、あくまでそこで示された解釈論の「合理性」
を指摘するにとどまり、他の解釈論に対する絶対的優越
性やそれが唯一の解釈的帰結であるとするまでの論理
が展開されたものではないことは注意が必要である（この
点が、「通常の法令解釈」との相違ということになろうか）。
� 【28】では、合憲限定解釈の限界が論じられている。
第 1 文、第 2 文ではまず表現の自由に対する規制、特
に事前規制的な規制においては、規制の基準が広汎、
不明確であることの弊害について配慮すべきであり、限
定解釈においてもその要請は異なるところがない旨論じ
られている。ただ、この部分はこれから示される合憲限
定解釈の要件の射程を限定する側面もあろう。
� 【28】の第 3 文では、「表現の自由を規制する法律の
規定」の限定解釈が許容されるための要件が提示され
ている。同要件は、○ⅰ（1）、○ⅰ（2）、○ⅱの 3 要件からなり

（【判決の論理構造】参照）、後の判解②は、○ⅰ（1）要件は限
定解釈の結果導かれる規制対象が明確であるかどうか
という問題に、○ⅰ（2）要件は限定解釈の結果が内容的に
合憲的な範囲に収まっているかどうかという問題に対応
したものとして整理している（判解③397-403 頁）。○ⅱ要
件は、徳島市公安条例事件判決〔本書 35 事件〕におい
て示されたものとほぼ同一である。
� 【28】の第 4 文において本判決は、萎縮効果を排除
するために、上記のような制約を合憲限定解釈には課し
ているのだと論じている。ただ、○ⅰ（1）と○ⅱ（2）要件は、合
憲限定解釈の限界というよりも、合憲限定解釈の「結
論」として提示される「基準」自体に求められる要件で
あるということができ、また、○ⅱ（1）は○ⅰ（2）と重複すること
から、提示された合憲限定解釈が、解釈の域を超えた
ものか、解釈の域にとどまっているかを判断するための
要件として機能しうるのは、○ⅱ（2）要件のみといえよう。
� 【29】では、【28】で示した要件の本件へのあてはめが
行われている。まず、その第 1 文は、○ⅰ（2）要件に対応
した論証と捉えることができる。
� 【29】の第 2 文は、○ⅱ要件に対応した論証と捉える
ことができる。ここでは、一般国民の理解が社会通念に
置き換えられている。
� 【29】の第 3 文は、○ⅰ（1）要件に対応した論証と捉
えることができる。ここでは猥褻概念の明確性を、刑法
175 条の解釈に関する判例の蓄積に求めていることが
注目される。これを前提とすると、輸入禁制品該当性の
判断においても刑法 175 条のもとで蓄積した判例の枠
組みが適用されるということになる。
� 【30】では、本件における合憲限定解釈の意義が述
べられている。ここでは、限定解釈によって関税定率法
の規定が「初めて合憲なものとして是認し得る」として
いることが注目される。逆に限定解釈ができなければ違
憲ということになるが、その論拠は伊藤ほか反対意見が
その【48】から【52】で展開した議論と同じ論理に依拠し
たものであると考えられる。
� 【31】では、「日本国憲法施行前に制定された法律の
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【34】

【35】

規定」であることが限定解釈の必要性の論拠として挙げ
られている。伊藤ほか反対意見にみられるように本判決
の限定解釈には批判が強いが、日本国憲法施行前に制
定された法律の規定として極めて例外的取扱いであっ
たとも捉えることができる。
� 【33】では、税関検査の憲法 21 条 2 項後段違反に
関する判断がなされている。X は、通常郵便物中には
信書が包有されていることが多く、本件では、結果的に
は信書が含まれていなかったが、通常郵便物中の表現
物特に文書図画に対する税関検査は信書の秘密を侵す
おそれが高いので、憲法 21 条 1 項に違反すると主張
していた。一般に憲法 21 条 2 項後段にいう「通信の
秘密」とは「郵便、電話、コンピューター通信など、お
よそ『通信』によるコミュニケーションに関する秘密を
包摂する観念」（佐藤 320-321 頁）とされているが、本
判決は「郵便物」に関しては「信書」のみが保障対象
となる旨判断している。郵便法上、信書とは「特定の受
取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知
する文書」とされ（郵便法 4 条 2 項）、手紙はその典型と
なるが、新聞や雑誌等の書籍は特定の受取人を対象と
したものではなく「信書」ではないと解されている（平成
15 年総務省告示第 270 号参照）。本判決の信書理解もこ
のような郵便法上の信書理解に沿ったものであると解さ
れる。なお、信書以外の郵便物に対する税関検査は信
書の秘密を侵すものではないとする本判決の立場は、そ
の後の判例でも踏襲されている（たとえば、最判平元・4・
13 金判 845-43）。
� 【34】では、本件事案への関税定率法 21 条 1 項 3
号の適用が論じられている。

21 条 2 項後段違反の主張は理由がない�。
　六　本件貨物の関税定率法 21 条 1 項 3 号該当性
　原審の適法に確定した事実関係の下において、本件貨物がいずれも猥
褻性を有し関税定率法 21 条 1 項 3 号にいう「風俗を害すべき書籍、図
画」に該当するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決
に所論の違法はない�。
　七　以上のとおりであるから、論旨はいずれも採用することができない。
　よつて、行政事件訴訟法 7 条、民訴法 396 条、384 条、95 条、89 条
に従い、裁判官大橋進、同木戸口久治、同角田禮次郎、同矢口洪一
の補足意見、裁判官藤崎萬里の意見、裁判官伊藤正己、同谷口正孝、
同安岡滿彦、同島谷六郎の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。

　裁判官大橋進、同木戸口久治、同角田禮次郎、同矢口洪一
の補足意見は、次のとおりである�。
　多数意見は、論旨が関税定率法 21 条 1 項 3 号の規定は文言
不明確の故に違憲無効であるとするのに対し、同号の規定のうち本
件に適用された「風俗」に関する部分について検討したうえ、右規
定が輸入禁制品として定める「風俗を害すべき書籍、図画」等と
は猥褻な書籍、図画等のみを指すものと解すべきであるとの判断を示
し、右論旨を理由のないものとして排斥している。我々は、この点に
関連して、なお若干の意見を補足しておくこととしたい。
　現行の関税定率法は明治 43 年に制定された法律であり、同法
21 条 1 項 3 号の規定は、明治 39 年に制定された旧関税定率法
10 条 3 号の規定を踏襲し、制定当初から今日に至るまで、その内容
において何ら異なるところはない。このように、日本国憲法施行前の古
い時代に制定され、憲法施行後においてもその内容に変更を受けるこ
となく施行されている法律については、その文言だけをみれば、憲法
の規定に照らし若干の疑義を生ずる余地を残している規定があり得
ることは否定できない。このような場合に、憲法と調和するように解釈す
ることが可能なものについてまで、その文言にとらわれてこれを違憲無
効とするのは相当でなく、合理的な法解釈の範囲内のものとして許さ
れる限りにおいて、憲法秩序と矛盾することのないように解釈し、その
効力を肯認するのが相当である。多数意見がさきに述べたところ（前
記四 2（五））は、まさにその趣旨であり、およそ憲法秩序と相いれない
ものであることが明らかな規定についてまで、まげてこれを憲法に適合
するように解釈すべきであるとするものでないことはいうまでもない。

【36】
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　そもそもこのような問題が生ずるのは、明治年間に制定された古い
法律の規定が日本国憲法施行後もなおそのままの文言で存置されて
いることに一因があるのであつて、関税定率法 21 条 1 項 3 号の「風
俗」に関する規定により輸入を禁止されるのが猥褻物に限られること、
及び一般国民の理解においても右規定が輸入規制の基準としてか
かる内容を有することを読みとることが可能であることは多数意見の説く
とおりであるが、なお、「風俗」という語の有する多義性にかんがみ、
右規定の文言が適切を欠く嫌いを免れないことは否定できない。した
がつて、これが憲法に違反するものでないことは別として、右規定の
文言をそのままに放置することは相当でなく、一読その意味を理解し得
るような文言に改正されることが望ましい。
　なお、関税定率法 21 条 1 項 3 号は、輸入禁制品として「公
安」を害すべき書籍、図画等をも規定している。右の「公安」に
関する部分は本件とかかわりがないので、多数意見がその合憲性に
ついて論及していないのは当然であるが、これがいかなるものを指す
かは極めて不明確であつて、「風俗を害すべき文書、図画」等と異
なり、前述のような合理的な限定解釈を施す余地がなく、右の部分
は明確性を欠き又は広汎に失するものとして憲法21条1項に違反す
るとの疑いを免れないというべきである。したがつて、関税定率法 21
条 1 項 3 号の規定のうち「風俗」に関する部分につき前記のような
改正がなされることが望ましいとする我々の見解からすれば、同一の
条文中に規定されている「公安」に関する部分についても、併せて
検討を加えるべきものであることを付言する。
　裁判官藤崎萬里の意見は、次のとおりである�。
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�　大橋ほか補足意見においては、日本国憲法施行前に制定された法律の解釈の
あり方を中心とした議論が展開されている。大橋ほか補足意見は、「日本国憲法施行
前の古い時代に制定され、憲法施行後においてもその内容に変更を受けることなく施行
されている法律」については、「その文言だけをみれば」、憲法の規定に照らし疑義を
生ずる余地があっても、「憲法と調和するように解釈することが可能なものについてまで、そ
の文言にとらわれてこれを違憲無効とするのは相当でなく、合理的な法解釈の範囲内の

ものとして許される限りにおいて、憲法秩序と矛盾することのないように解釈し、その効力
を肯認するのが相当である」としている。他方で、多数意見が論じなかった関税定率
法 21 条 1 項 3 号における「公安」に関する部分については、「合理的な限定解釈
を施す余地がなく、右の部分は明確性を欠き又は広汎に失するものとして憲法 21 条 1 
項に違反するとの疑いを免れない」と論じていることが注目される。
�　藤崎意見は、多数意見とは結論を同じくするものの、関税定率法 21 条 1 項 3
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　私は、本件上告を棄却すべきであるとする多数意見の結論には
賛成であり、また、その理由のうち税関検査が憲法 21 条 2 項にいう
検閲に当たらないとする点についても異論がない。しかし、多数意見
が、関税定率法 21 条 1 項 3 号にいう「風俗を害すべき書籍、図
画」等とは猥褻な書籍、図画等のみを指すものと解すべきであり、こ
のように限定的に解釈することによつてのみ右規定は憲法 21 条 1 項
に違反しないものということができるとする点については、賛成することが
できない。そのほかにも、私は多数意見の見解に賛同し得ないところ
があり、なお反対意見についても言及したい点があるので、以下、こ
れらの点について私の見解を述べることとする。
　一　関税定率法 21 条 1 項 3 号の「風俗を害すべき書籍、図
画」等という規定（以下「本件規定」という。）がいかなるものを規
制の対象としているか、その範囲につき若干の問題があるとしても、少
なくとも猥褻な書籍、図画等がこれに含まれることは疑問の余地のない
ところであり、そして、本件貨物はいずれも正にその猥褻性だけが問
題となつているものであるから、上告人は本件規定のいわば外延の不
明確性を問題にし得べき立場にない。したがつて、この問題について
の上告人の主張については、右の趣旨を説示することで足りるとして
処理することもできたものと考える。しかしながら、本件では、多数意見
はこの点を問題としないで直ちに実質問題に立ち入つているので、私
としても、これについての考え方を述べることとする�。
　二　本件規定にいう「風俗」とは、法律上の通常の用例に照ら
し、善良な風俗を意味し、そしてそれは抽象的には、社会一般の健
全な道徳的、倫理的価値観によつて支持された秩序を指すものとい
うことができよう。しかし、規定の文言は抽象的、包括的であつて、
そこには規制の対象が具体的、個別的に示されていない。そこで具
体的にいかなるものが含まれるかが問題になるわけであるが、規定の
文言の解釈としては、猥褻な表現物のほか、例えば極端に残虐な
表現物も包含されるというべきであろう。この種の表現物が風俗を害
するものであることを否定することはできないからである。他面、現在の
税関検査の実務においては、規制の対象を猥褻表現物に限る取扱
いがなされている趣であるが、残虐表現物についての法律レベルの
規制が現に国内的に存在しないことを考慮に入れると、右の取扱いも
首肯し得ないものではなく、このように、本件規定の運用の実際につ
いては、私の考えは多数意見と結論を同じくすることになる。私が多
数意見と見解を異にするのは、本件規定の明確性の問題について
である。すなわち、多数意見は、本件規定は猥褻表現物だけを指
すものであると限定的に解釈することができるから明確性に欠けるところ
はないとし、その反面、このような限定解釈をしなければ本件規定自
体が違憲無効となることを免れないとする。確かに、本件規定による
規制の対象の規定の仕方は抽象的、包括的であつて、猥褻表現
物だけでなく、例えば極端に残虐な表現物を含むと解すべきものであ
ることを前提としても、必ずしも規定の文言上それが明らかであるとは
いえず、本件規定に明確性を欠くところがあることを否定することはでき
ない。しかし、私は、その不明確さは、それを含む規定自体を憲法
21 条 1 項との関係で違憲無効としなければならないほどのものではな
く、したがつて、本件規定を憲法に適合させるために限定的に解釈
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する必要もないとするものである。そう考える理由は、次の三で述べると
おりである�。
　三　本来、憲法 21 条 1 項の規定による表現の自由の保障は、
すべての種類の表現につき一様に考える必要はなく、表現の内容等
により保障の程度に差等があつて然るべきはずのものである。これを
内容についてみると、憲法の基本的原理である民主主義の下におい
ては、政治的意見の発表の自由が最も重視されるべきであり、かか
る表現の自由は最大限に尊重されなければならないが、例えば猥褻
な表現についても、その自由が右と同様に尊重されなければならないと
いうことはないはずである。また、表現の自由にとつて本質的なものは
表現の主体による積極的な発表の自由であり、受動的にこれに接し
その内容を知る自由は二次的なものといつてよく、かかる自由に対する
制限は発表の自由に対する制限と同程度に厳しく抑制されなければ
ならないものではないであろう。本件規定による輸入規制は、既に国
外において発表された風俗を害する類の表現物につき国内において
受動的にこれに接する自由を制限するものにすぎない。本件規定が
憲法 21 条 1 項の基本理念の見地からすれば重要性の低い部類に
属することは、明らかであると思う�。
　また、反対意見は、不明確な法令の規定によりいわゆる萎縮効果
が生ずることを根拠に本件規定を違憲無効とし、また、多数意見も
かかる萎縮効果を問題とするのであるが、右規定が存置されているこ
とによつて、具体的に果たしてどのような表現物がその輸入を断念さ
せられているかということになると、例えば、萎縮効果を懸念する立場
から最も問題となる残虐表現物の場合を想定してみても、右規定が
あるがためにその輸入を断念するというようなことは実際問題として恐ら
くあり得ないことであろうと考えられる。したがつて、関税定率法の前
記規定については、萎縮効果の実体は無きに等しく、仮に明確を欠
くところがあるにしても、それにより表現の自由に対する実害が生ずるこ
とは考えられない。これもまた、現行の法律の規定自体を違憲無効と
断ずるほどのことはないと考える所以である。
　四　所論は、本件規定にいう「風俗を害すべき」との文言は著
しく不明確であり、このような基準による輸入規制は憲法 29 条及び
31 条の規定に違反するというが、右のうち憲法 31 条違反をいう点
は、「風俗を害すべき書籍、図画」云 と々いうだけでは犯罪の組成
物の定義として不明確であり、これは法定手続の保障の理念に反す
るという趣旨であると解される。しかしながら、本件は輸入禁制品に
該当する旨の通知処分等の取消しの可否が争われている行政事件
訴訟であつて、「風俗を害すべき」との文言が犯罪構成要件として
の明確性を欠くかどうかはここでの問題ではないから、これを欠くことを
理由とする所論は失当とすべきものであると考える�。
　裁判官伊藤正己、同谷口正孝、同安岡滿彦、同島谷六郎の
反対意見は、次のとおりである�。
　一　我々は、輸入されようとする貨物が三号物件に該当すると認め
るのに相当の理由があるものとして税関長のする関税定率法 21 条 3
項の通知等が抗告訴訟の対象となる行政庁の処分等に当たること、
及び三号物件についての税関検査による輸入規制が憲法 21 条 2
項前段の検閲に当たらないことについては、多数意見の説くところに異
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号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等とは「猥褻な書籍、図画等」のみと解す
べきであり、そのように限定的に解釈することによってのみ同規定は憲法 21 条 1 項に違
反しないとする多数意見の理由について異議を呈しており、その点で、補足意見ではな
く、意見となっている。
� 【41】では、法令の違憲性を争ういわゆる「主張適格」（スタンディング）の問題
が論じられている。藤崎意見は、X には関税定率法 21 条 1 項 3 号の不明確性を
追及する「主張適格」がないと論じ、本件では明確性についてそもそも判断する必要は
なかったとしている。これに対して、多数意見は、明確性の問題について検討を加えて
おり、事実上、X に文面全体の不明確性を争う主張適格を認めている。
� 【42】では、関税定率法 21 条 1 項 3 号を多数意見のように限定解釈する必要は
ないとする藤崎裁判官の主張が展開されている。藤崎裁判官は、規制対象を猥褻表
現物に限定するという税関検査の実務的実態があることから、文言の解釈としては、猥
褻な表現物のほか、たとえば極端に残虐な表現物も包含されうるとしても、そのような不
明確性のもたらす弊害は、規定自体を違憲無効とするほどにはそもそも大きいものではな
かったとの立場にあったものと考えることができる。

� 【43】と【44】では、【42】の主張の理由づけが展開されており、ここでは、まず、政
治的意見の発表の自由と比較して風俗を害する類の表現物の憲法的保障の程度が
低いこと、受動的な知る自由は、積極的な発表の自由と比較して二次的なものにすぎな
いことの 2 点を指摘している。そして、さらに、多数意見や反対意見が指摘する萎縮効
果は関税定率法 21 条 1 項 3 号については実際問題として起こらないという点が指摘さ
れている。これらの観点から藤崎裁判官は、関税定率法 21 条 1 項 3 号が仮に不明
確であったとしてもそれが表現の自由に与える弊害は小さいと論じている。
� 【45】では、関税定率法 21 条 1 項 3 号が憲法 31 条違反であると論じるXの主
張に対する反論が論じられている。藤崎裁判官は、本件は、刑事事件ではなく、行
政事件であることから、憲法 31 条の適用はないと論じている。この点は、多数意見も、
明確性を検討するにあたって、憲法 31 条を援用していない。
�　伊藤ほか反対意見は、21 条 1 項の観点から関税定率法 21 条 1 項 3 号を違
憲と論じるものである。同意見は、「漠然性ゆえに無効の法理」「過度に広汎ゆえに無
効の法理」の意義と適用を考えるうえで学習上参考になる。
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論はない�。
　しかし、多数意見が、同号の「風俗を害すべき書籍、図画」等
という規定は合理的に限定解釈をすることができ、その結果、右規定
は憲法 21 条 1 項に違反するものではないとする点については、賛同
することができない。
　二　基本的人権のうちでも特に重要なものの一つである表現の自
由を規制する法律の規定が不明確であつて、何が規制の対象とな
り、何がその対象とならないのかが明確な基準をもつて示されていな
いときは、国民に対してどのような行為が規制の対象となるかを適正
に告知する機能を果たしておらず、また、規制機関による恣意的な
適用を招く危険がある。その結果、国民がその規定の適用を恐れて
本来自由にすることができる範囲に属する表現までをも差し控えるという
効果の生ずることを否定できない。したがつて、表現の自由を規制す
る法律の規定は、それ自体明確な基準を示すものでなければならな
い。殊に、表現の自由の規制が事前のものである場合には、その規
定は、立法上可能な限り明確な基準を示すものであることが必要であ
る。それ故、表現の自由を規制する法律の規定が、国民に対し何
が規制の対象となるのかについて適正な告知をする機能を果たし得
ず、また、規制機関の恣意的な適用を許す余地がある程に不明確
な場合には、その規定は、憲法 21 条 1 項に違反し、無効であると
判断されなければならない�。
　また、表現の自由を規制する法律の規定自体が何を規制の対象
としているのかという点について不明確ではないとしても、憲法上規制
することが許されない行為までをも規制の対象とするものである場合に
は、同様に、本来許容されるべき行為の自己抑制を招くものといわな
ければならない。したがつて、表現の自由を規制する法律の規定の
適用範囲が広汎に過ぎ、右規定が本来規制の許されるべきでない
場合にまで適用される可能性を無視し得ない場合には、やはり憲法
21 条 1 項によつて違憲無効と判断されなければならない�。
　これを本件についてみるのに、三号物件に関する税関検査による
輸入規制が表現の事前規制たる側面を有することは、多数意見の
指摘するとおりである�。
　そして、関税定率法 21 条 1 項 3 号の「風俗を害すべき書籍、
図画」等という規定が具体的に何を指すかは、規定の文言それ自
体から一義的に明確にされているとはいえない。右規定の中に猥褻
表現物が含まれると解することは可能であるとしても、それ以外に右規
定による規制の対象として何が含まれるのかが不明確であり、規制の
対象の一部が明らかになつているにすぎない。「風俗」という用語の
意味内容は性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたる
ものであり、これを多数意見のいうように性的風俗に限定し、「風俗
を害すべき書籍、図画」等を猥褻表現物に限ると解すべき根拠はな
い。現在の税関検査の実務においては、被上告人の自陳する如く、
右の書籍、図画等を猥褻物に限定する取扱いがされているとしても、
その文言自体からみれば、右規定が猥褻物以外の物に適用される
可能性を否定することはできない。例えば、右規定は残虐な表現物
をも規制の対象とするものと解される余地があるが、残虐な表現物とい
う場合にそれがいかなる物を包含するかは必ずしも明確でないばかり
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でなく、憲法上保護されるべき表現までをも包摂する可能性があるとい
うべきであつて、右規定は不明確であり、かつ、広汎に過ぎるものと
いわなければならない。
　このように、同号の「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定
は、不明確であると同時に広汎に過ぎるものであり、かつ、それが本
来規制の許されるべきでない場合にも適用される可能性を無視し得
ないと考えられるから、憲法 21 条 1 項に違反し、無効であるといわ
なければならない。
　三　多数意見は、関税定率法 21 条 1 項 3 号の「風俗を害す
べき書籍、図画」等を猥褻表現物に限ると限定解釈をした上で、
合憲であるという。しかし、表現の自由が基本的人権の中でも最も重
要なものであることからすると、これを規制する法律の規定についての
限定解釈には他の場合よりも厳しい枠があるべきであり、規制の目的、
文理及び他の条規との関係から合理的に導き出し得る限定解釈の
みが許されるのである。「風俗を害すべき書籍、図画」等を猥褻表
現物に限るとする解釈は、右の限界を超えるものというべきであるのみ
ならず、右のような解釈が通常の判断能力を有する一般人に可能で
あるとは考えられない。さらに、表現の自由を規制する法律の規定が
明確かどうかを判断するには、より明確な立法をすることが可能かどう
かも重要な意味を持つと解されるが、多数意見のいうように、同号の

「風俗を害すべき書籍、図画」等という規定が猥褻表現物の輸入
のみを規制しようとするものであるとするならば、右規定を「猥褻な書
籍、図画」等と規定することによつてより明確なものにすることは、立法
上容易なはずである。この点からみても、表現の自由の事前規制の
面をもつ同号の右規定が憲法上要求される明確性を充たしたもので
あるとはいい難く、これに限定解釈を加えることによつて合憲とするのは
適切でない�。
　なお、本件貨物が猥褻物に当たるとした原審の判断を前提として
も、上告人は前記規定が不明確であり、あるいは広汎に過ぎること
を主張して、その効力を争うことができるものというべきである。けだし、
前述の観点から当該規定が不明確であり、あるいは広汎に過ぎるこ
とを理由として違憲であるというべき場合には、当該規定の具体的な
適用の面を離れてその効力を否定すべきであるからである。また、右
の如き規定のもたらす前述の効果から考えると、表現の自由を不当に
規制する違憲の規定の効力を早期に排除することを認めるのが妥当
であるというべきである�。
　ちなみに、裁判官大橋進、同木戸口久治、同角田禮次郎、同
矢口洪一の補足意見において関税定率法 21 条 1 項 3 号の「公
安」を害すべき書籍、図画等という規定の効力について論じられて
いる部分は、我々の立場からすれば、むしろ当然の帰結であるという
べきである。

（裁判長裁判官　寺田治郎　裁判官　藤崎萬里　裁判官　木
下忠良　裁判官　鹽野宜慶　裁判官　伊藤正己　裁判官　
谷口正孝　裁判官　大橋　進　裁判官　木戸口久治　裁判官
　牧　圭次　裁判官　和田誠一　裁判官　安岡滿彦　裁判
官　角田禮次郎　裁判官　矢口洪一　裁判官　島谷六郎　裁
判官　長島　敦）
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�　伊藤裁判官は、学者時代、学説としては、税関検査が憲法 21 条 2 項前の検
閲に該当し、違憲である旨主張していた。ここで伊藤裁判官が税関検査は検閲に該
当しない旨論ずる意見に賛同したことは変節であるとの批判もあった。その点につき伊藤
裁判官は、後に、「合議の過程で私の脳裏に去来した考え方は、……違憲の判断は
到底多数意見となりうると思えないのであり、しかも、一方で税関検査の違憲判断が少
数意見であっても示された場合に、これを合憲とする多数意見の論拠は、……公的な
利益によって検閲もまた許される場合があるという一般法理があらわれる可能性が高い
のである。そのような法理が大法廷の判例となるよりは、検閲は、たとえそこでの検閲概
念が狭く限定されることとなるとしても、憲法 21 条 1 項前段の規定により絶対的に禁止
されるものであり、対立する公益を考慮することなしに違憲となるとの判断を引き出すことが
望ましいのではないかということであった」と述懐している（文献③41-42 頁）。
� 【48】は、憲法 21 条 1 項に基づく憲法法理として知られるいわゆる「漠然性ゆえ
に無効の法理」の内容とその論拠を論じたものとして捉えることができる。
� 【49】は、憲法 21 条 1 項に基づく憲法法理として知られるいわゆる「過度に広汎
ゆえに無効の法理」の内容とその論拠について論じたものとして捉えることができる。
� 【50】から【52】では、【48】と【49】で示された「漠然性ゆえに無効の法理」と「過

度に広汎ゆえに無効の法理」の本件事案へのあてはめが論じられている。ここでは、
特に、残虐な表現物の扱いの問題を念頭に、関税定率法 21 条 1 項 3 号を、その
文言自体から捉えた場合、それがいかなる物を包含するか明確ではなく（漠然性の肯
定）、また、憲法上保護されるべき表現までをも包摂する可能性がある（過度の広汎
性の肯定）という2 点を指摘し、同号は、憲法 21 条 1 項に違反し、無効であると論
じている。
� 【52】では、規定の文言自体から判断した場合に違憲であるとの結論が論じられたが、
この【53】では、当該規定の限定解釈の可能性が論じられている。多数意見と伊藤ほか
反対意見は限定解釈の限界については共通の立場に依拠していたものと考えられるが、多
数意見が、関税定率法 21 条 1 項 3 号が日本国憲法施行前に制定されたものであること
を強調して限定解釈の許容性を論じたのに対し、伊藤ほか反対意見は、同条をより明確
な規定に修正することが容易であることを強調して限定解釈に厳格な態度を示している。
� 【54】では、合憲性を争う主張適格の問題について論じられている。藤崎意見の

【41】を受けたものであると考えられる。ここでは、「表現の自由を不当に規制する違憲の
規定の効力を早期に排除する」必要性などの観点から具体的事件を離れた主張適
格が肯定されるべき旨論じられている。
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　わが国の関税制度において主たる根拠法律となっているのは、関税法と関税定率法とい
う二つの法律である。これらの関税法規は、第一には、関税の確定や納付といった関税
に関する規程を定めているという点で、税法としての側面を有しているが、同時に、貨物の
輸出や輸入といった通関に関する規程をも定めており、いわゆる通関法としての側面も有し

ている。本件では通関法としての関税法規が問題になったものといえる。関税法と関税定率法の役割分担としては、伝統的には、「関
税法は、主として一般の関税行政の基本となる実体及び手続について定めているのに対し、関税定率法は、主として関税の税率、課
税標準、関税の軽減、免除、払戻しその他直接税額の決定に関する実体規定を内容とするものである」と整理されてきた（文献①35-
36 頁）。その中で輸入禁制品の実体的内容について定めた規定は、従来から、関税定率法に定めが置かれ、本事件当時もそのよう
な法の建付けになっていた。ただ、平成 18 年の関税法改正により、輸入禁制品の実体的規定は、関税定率法から関税法に移行
し、現在に至っている（本件当時の関税定率法 21 条 1 項 3 号と同種の規定は、現在、関税法 69 条の 11 第 1 項 7 号に置かれている）。

関税法と関税定率法補足説明

①事実関係の確認
問 1　関税定率法 21 条 1 項 3 号は何を規定しているか。

▶【参考条文】
問 2　X は、誰に、何を依頼したのか。Y1 は、何を検査し、

どのような通知を X に対して行ったか。▶【事案】
問 3　X はどのような訴訟を提起したか。▶【事案】【2】
②判決の内容の確認
問 4　X の上告理由はどのようなものであったか。▶【1】
問 5　外国貨物の輸入はどのような手続に従ってなされるか。

輸入貨物が三号物件に該当すると判断した場合、税関長
は何を行うか。▶【3】

問 6　外国からの郵便物の輸入手続はどのようなものか。一
般的な外国貨物の輸入手続と何が異なるのか。▶【4】

問 7　税関長の通知の性質がなぜ問題となるのか。Y1 等は、
三号物件の輸入禁止という法的効果は何によって生じた
ものであるとしているか。▶【6】

問 8　本判決は、税関長の通知の機能を、どのような理由に
より、どのようなものと捉えているか。また、その帰結とし
て何を結論づけているか。▶【7】～【10】

問 9　本判決は、憲法 21 条 2 項前段の趣旨をどのようなも
のとして捉えているか。その理由として挙げられた事情はど
のようなものか。▶【11】

問 10　本判決は、憲法 21 条 2 項前段にいう「検閲」を何
と定義づけているか。▶【12】

問 11　本判決は、いかなる理由から税関検査の「事前規制
たる側面」を否定できないとしているか。また、いかなる
理由から税関検査は「事前規制そのもの」ということはで
きないとしているか。▶【14】【15】

問 12　本判決は、いかなる事情を挙げて、税関検査の検閲該
当性を判断しているか。それらの事情は、先に挙げた検閲
の定義と一対一にそれぞれ対応するものか。▶【16】～【18】

問 13　本判決は、何を対象として憲法 21 条 1 項の問題を
論じているか。まず、猥褻な書籍等の輸入規制の合憲性
を問題としているのは、どのような理由に基づくものである
か。▶【20】

問 14　本判決は、どのような理由により、猥褻表現物の輸
入規制は合憲であるとしているか。また、単純所持目的の
輸入をも規制の対象とすることの合憲性についてどう論じ

ているか。▶【21】【22】
問 15　本判決は、輸入規制によって猥褻表現物の発表の自

由、知る自由が制限されることについて何と論じているか。
▶【23】

問 16　本判決は、関税定率法 21 条 1 項 3 号における「公
安」と「風俗」との関係をどのようなものとして捉えている
か。▶【24】

問 17　本判決は、「風俗」の用語そのものの意味内容をどの
ようなものとして論じているか。本判決は、関税定率法 21
条 1 項 3 号にいう「風俗を害すべき書籍、図画」等との
規定について、どのように解釈できるとしているか。また、
そのような限定解釈が合理的であることの理由としてどの
ような事情を挙げているか。▶【25】～【27】、【31】

問 18　本判決は、法律をもって表現の自由を規制する場合
にはどのような事情に配慮すべきであると論じているか。ま
た、どのような規制について特に配慮が必要と論じている
か。▶【28】

問 19　本判決は、表現の自由を規制する法律の規定につい
て、どのような場合に限定解釈が許されるとしているか。
本判決は、どのような理由により、限定解釈には制約が必
要であると論じているか。▶【28】

問 20　本判決は、本件の限定解釈が限定解釈に課された制
約の範囲内であることについて、どのような事情を挙げ、ど
のように論じているか。また、本判決は、本件で論じたよ
うな限定解釈を行わない場合における、関税定率法 21 条
1項 3 号の合憲性についてどのように論じているか。▶【29】

【30】
問 21　本判決は、憲法 21 条 2 項後段は、郵便物について

は何を保障していると論じているか。本判決は、なぜ、郵
便物についての税関検査が憲法 21 条 2 項後段に違反し
ないものだと論じているか。▶【33】

③応用問題
問 22　①監獄における書籍や新聞等の閲読の制限、②公安

条例による集団行動の規制、③青少年保護条例による一
定の出版物の青少年への販売禁止、④教科書検定、⑤刑
事手続における書籍等の押収・没収は、それぞれ、本判
決が示した検閲の定義に照らして、その検閲該当性はどの
ように評価されるか。▶判解①489-491頁
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